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令和２年度労働保険適用促進強化期間（11 月 1日～11月 30日） 
  

労働保険未手続事務所の解消のため、木場公共職業安定所、亀戸労働基準監督署におきましては、毎年

11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、労働保険制度の周知、啓発活動等を行い、適用促進を

進めております。 

 会員の皆様におかれましても趣旨をご理解の上、今後とも適用促進に一層のご協力をお願い申し上げ

ます。 

                           木場公共職業安定所 雇用保険適用課 

                              電話 ０３-３６４３-８６０６ 

                           亀戸労働基準監督署 労災課 

                              電話 ０３-３６３７-８１３２ 

 

 

 

 

 

下請・外注・出来高払いの職人さん 

     ぜひ、この機会にご加入ください！ 

 

 会員の皆様の福利厚生充実を目的とし、格安の手数料で事務手続きを代行いたします。

建設業一人親方の労災保険の加入手続きを（一社）荒川青色申告会と提携し、取扱いを行い

ます。詳しくは事務局までお問い合わせください。 

江東西青色申告会 電話 ０３-３６４９-４１７８

江東西あおいろ会報 
公益社団法人 

江東西青色申告会 

建設業一人親方の労災保険 取り扱いできます
 



青色申告会は、ボランティアの役員が中心となって活動しています 

 

 

「
江
東
西
税
務
署
長
講
演
会
」
開
催 

 

１１
月
１１
日
か
ら
１７
日
ま
で
の
一
週
間
は
「
税
を
考
え
る
週

間
」
で
す
。
江
東
西
税
務
懇
話
会
で
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
左

記
の
通
り
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆
様
お
誘
い
合

わ
せ
の
う
え
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

○
講 

師 

江
東
西
税
務
署 

署
長 

黒
崎
雪
二
様 

〇
演 

題 

公
益
目
的
事
業
と
税 

○
日 

時 

令
和
２
年
11
月
17
日
（
火
）午
後
3
時
～
４
時 

 

○
会 

場 

テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

 

☆
入
場
無
料
で
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。 

☆
10
月
1
日
発
行
の
会
報
に
て
「
出
欠
連
絡
は
不
要
で
す
。
直

接
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
」
と
掲
載
い
た
し
ま
し
た
が
、「
三
密
」

を
避
け
る
た
め
、
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
青
色
申
告
会
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

【
お
問
い
合
わ
せ
は
青
色
申
告
会
ま
で
】 

江
東
西
税
務
懇
話
会(

会
長:

庄
司
良
雄)

と
は
、
東
京
税
理

士
会
江
東
西
支
部
・
江
東
西
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
・
公
益
社

団
法
人
江
東
西
法
人
会
・
江
東
西
酒
類
業
懇
話
会
・
江
東
西
間

税
会
・
深
川
地
区
商
店
会
税
務
協
議
会
・
公
益
社
団
法
人
江
東

西
青
色
申
告
会
の
７
団
体
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

本
会
は
、
江
東
西
税
務
署
管
内
税
務
協
力
団
体
相
互
の
親
睦

を
図
る
と
と
も
に
、
横
の
連
絡
を
密
に
し
、
円
満
な
る
税
務
行

政
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
団
体
で
す
。 
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会
計
報
告
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7(
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監
査
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8(
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４
Ｂ
局
署
会
合
同
協
議
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12(
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理
事
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11
月  

4(

水)

４
Ｂ
合
同
協
議
会
反
省
会 

5(

木)

青
色
コ
ー
ナ
ー
指
導
者
育
成
研
修
会 

11(

水)

三
役
会 

12(

木)

都
税
事
務
所 

所
長
感
謝
状
贈
呈
式 

17(

火)

署
長
講
演
会 

18(

水)

青
色
コ
ー
ナ
ー
協
議
会 

20(

金)

納
税
表
彰
式 

25(

水)

青
色
コ
ー
ナ
ー
指
導
者
育
成
研
修
会 

 ※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
状
況
を
踏
ま
え
、
変

更
す
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

「
会
費
」
に
つ
い
て 

 

12
月
７
日
に
会
費
を
ご
指
定
の
口
座
よ
り
引
落
し
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
預
金
残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
口
座

振
替
の
お
知
ら
せ
を
同
封
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。 

10
月
～
3
月
分 

１
０
，８
０
０
円 

4
月
～
3
月
分 

２
１
，６
０
０
円 

 

「
決
算
申
告
相
談
予
約
の
締
切
間
近
！ 

お
済
み
で
な
い
方
は
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
」 

 

令
和
２
年
分
の
決
算
確
定
申
告
相
談
会
の
予
約
方
法
に
つ

い
て
、Ｈ
Ｐ
登
録
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
郵
送
に
て
お
申
込
み
い
た
だ
け
る
よ

う
変
更
し
ま
す
。
確
定
申
告
期
に
つ
き
ま
し
て
は
今
後
、
お
電

話
に
よ
る
予
約
は
廃
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
予
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
封
の
「
決
算
確
定
申
告
相
談
会

の
予
約
の
し
か
た
」
お
よ
び
「
予
約
申
込
書
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。  

先
月
号
の
会
報
に
も
同
封
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
既
に
お
申
込

み
い
た
だ
い
た
方
は
破
棄
し
て
い
た
だ
き
、
ま
だ
お
済
み
で
な

い
方
は
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

こ
れ
か
ら
の
予
定 

 

各
会
議
・
行
事 

ご
報
告 

 

江
東
西
税
務
懇
話
会
か
ら
の 

お
知
ら
せ 
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団体割引を適用した 

各種保険は事務局まで！ 

東京青色がん保険 

団体割引 30％適用されるため割安な保険料！ 

がんに関わる先進医療の技術料も補償！ 

女性特有のがんにも対応！ 

生後 15 日から 89 歳まで加入いただけるようにな

りました。 

ご加入後は満 89歳まで継続加入できます。 

確定申告時には「介護医療保険料」の生命保険料

控除の対象となっております。 

※今までに「がん」にかかったことがある方、ま
たは現在医師から「がん」の検査を受けるように
指示されている方はご加入いただけません。 

 

「
ご
注
意
く
だ
さ
い
！ 

記
帳
の
ご
相
談
は
11
月
30
日
ま
で
」 

〇
帳
簿
の
点
検
を
！ 

 

複
式
簿
記
で
記
帳
さ
れ
て
い
る
方
の
中
に
は
、
間
違
っ
た
記

帳
を
し
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。１
度
も
帳
簿
の
確
認

を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
必
ず
事
務
局
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

記
帳
の
し
か
た
や
入
力
方
法
な
ど
の
ご
相
談
は
11
月
末
ま
で

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

〇
会
計
ソ
フ
ト
を
お
使
い
の
方
へ 

 

弥
生
シ
リ
ー
ズ
14
以
前
の
も
の
を
ご
利
用
の
方
は
、Ｗ
ｉ
ｎ

ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
10
へ
の
対
応
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
最
新
バ
ー
ジ
ョ

ン
へ
の
買
い
替
え
ま
た
は
ツ
カ
エ
ル
青
色
申
告
へ
の
移
行
を
お

願
い
し
て
お
り
ま
す
。 

移
行
さ
れ
て
い
な
い
方
は
デ
ー
タ
を
お
持
ち
い
た
だ
い
て
も

対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

当
会
で
は
、
ビ
ズ
ソ
フ
ト
「
ツ
カ
エ
ル
青
色
申
告
」
を
推
奨
し

て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
版
会
員
特
別
価
格 

６
，０
０
０
円 

〇
減
価
償
却
資
産
を
購
入
さ
れ
た
方
へ 

 

今
年
、
新
た
に
建
物
・
車
両
・
備
品
な
ど
を
購
入
さ
れ
た
方
は

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

12
月
１
日
か
ら
は
年
末
調
整
相
談
会
、
1
月
21
日
か
ら
は

確
定
申
告
相
談
会
と
な
り
ま
す
。
多
く
の
会
員
を
受
け
付
け
る

た
め
、
お
ひ
と
り
50
分
、１
回
の
み
の
相
談
と
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
、記
帳
の
ご
相
談
や
入
力
方
法
の
ご
案
内
、
入
力
確
認
作

業
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
記
帳
の
ご
相
談
は
11
月
末
日
ま
で

に
ご
予
約
の
上
、
ご
来
会
く
だ
さ
い
。 

 

給
付
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

令
和
元
年
９
月
1
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～
令
和
元
年
９
月
30
日 

・
入
院
見
舞
金 

・・・
4
件 

・
弔

慰

金 

・・・
0
件 

 

青
色
共
済
に
ご
加
入
の
方
へ 

 

入
院
見
舞
金
な
ど
の
請
求
漏
れ
や 

契
約
内
容（
住
所
や
受
取
人
な
ど
）の 

変
更
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
？ 

                   

青
色
申
告
会 会

員
様
限
定 

葬
祭
プ
ラ
ン
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

  

平
安
祭
典
で
は
事
前
の
ご
相
談
も
承
り
ま
す
。 

 

 

家
族
葬
プ
ラ
ン 

 

平
安
祭
典
直
営
斎
場
を
ご
利
用
い
た
だ

き
、
ご
家
族
だ
け
で
お
こ
な
う
葬
儀 

 

直
葬
プ
ラ
ン 

 

葬
儀
は
行
わ
ず
火
葬
の
み
行
う
プ
ラ
ン 

 

30
名
様
プ
ラ
ン 

 

家
族
葬
プ
ラ
ン
に
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
・
料
理
・
礼
状
返
礼
品

を
プ
ラ
ス 

※
民
間
火
葬
場
費
用
（
火
葬
料
・
白
磁
骨
壺
・
火
葬
中
の
待

合
室
）
を
含
み
ま
す
。 

 

右
記
プ
ラ
ン
以
外
も
承
り
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
平
安
祭
典
で
は
葬
儀
の
事
前
相
談
も
行
っ

て
お
り
ま
す
の
で
安
心
し
て
ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
。 

 

葬
祭
プ
ラ
ン
の
ご
案
内
チ
ラ
シ
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
務

局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

も
し
も
・・・
の
時
の
安
心
ダ
イ
ヤ
ル 

年
中
無
休
24
時
間
受
付 

０
３（
３
６
３
４
）７
５
６
０ 

【
電
話
連
絡
の
際
は
青
色
申
告
会
会
員
で
あ
る
こ
と
を 

必
ず
お
伝
え
く
だ
さ
い
】 

青
色
共
済
給
付
状
況
報
告 

https://4.bp.blogspot.com/-XTdVFmmk89c/VRUP8hg7qyI/AAAAAAAAseA/qSc2H9-UKBk/s800/car_reikyusya_youshiki.png
https://4.bp.blogspot.com/-7-DgJLmG-u8/VEETfNmTd5I/AAAAAAAAogM/cu9cAd07H_s/s800/osoushiki_iei_frame.png


 

 

・消費税の軽減税率制度についてのご相談等 
・フリーダイヤル（0120-205-553）からもご利用いただけます。 

 

 国税庁ホームページ「タックスアンサー」では、よくある税のご質問 
 

に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます。 
 

詳しくは タックスアンサー 検索 

東京国税局・税務署 

携帯電話等で右の 

コードを読み取ると 

アクセスできます 

   

電話による国税の一般的なご相談は 

電話相談センターへ！ 
 

 

 

 

税

務

署

に

電

話 

 

    

    

自

動

音

声

に

従

っ

て

番

号

を

選

択 

「1」を選択 

・国税に関するご相談 

 ① 個人の方の年金・給与・事業などの所得税 

 ② 給与や報酬支払・年末調整などの源泉徴収や支払調書 

 ③ 譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価 

 ④ 法人税 

 ⑤ 消費税・印紙税 

 ⑥ 税務署の開庁時間など・その他の国税 

 
国
税
局
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー 

・面接相談の電話予約 
・税務署からのお尋ねや税金のお支払いに関するお問合せなど 

 税
務
署 

「2」を選択 

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

（
軽
減
税
率
制
度
等
） 

税務署でのご相談は 

事前予約をお願いします 

   国税に関する一般的なご相談は電話にてお受けしていますが、 
 

 具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回答が 
 

 難しい場合には、所轄の税務署で相談をお受けしております。 
 

  まずは、電話で相談日時をご予約ください。 
  （音声案内に従って「２」を選択） 

予約のないご相談には対応できない場合があります 

「３」を選択 

「４」を選択 ・税金の猶予制度に関するお問合せ 
 納
税
猶
予 

 

セ
ン
タ
ー 


